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農政産業観光委員会会議録 

 

日時      平成２５年１２月１０日（火）   開会時間   午前１０時０４分 
                      閉会時間      午後 ３時２３分 
 
場所 北別館５０４会議室 
 
委員出席者       委員長 石井 脩德 

副委員長 久保田松幸 
委員    武川 勉   河西 敏郎  桜本 広樹  皆川 巖 

渡辺 英機  鈴木 幹夫  土橋 亨   水岸富美男 
 
委員欠席者    なし 
 
説明のため出席した者 

農政部長 山里 直志  農政部次長 橘田 恭  農政部技監 有賀 善太郎 
農政部技監 樋川 宗雄  農政総務課長 相原 正志  農村振興課長 小幡 保貴 
果樹食品流通課長 小野 光明  農産物販売戦略室長 丹澤 尚人 
畜産課長 桜井 和巳  花き農水産課長 田中 真  農業技術課長 河野 侯光 
担い手対策室長 相川 勝六  耕地課長 渡邊 祥司 
 
公営企業管理者 安藤 輝雄  エネルギー局長（企業局長併任） 松谷 荘一 
企業理事 西山 学  企業局次長 伊藤 好彦 
エネルギー政策課長 小島 徹 
企業局総務課長 渡辺 恭男  電気課長 仲山 弘 
 
産業労働部長 矢島 孝雄  産業労働部理事 高根 明雄  産業労働部次長 小林 明 
産業労働部次長（産業支援課長事務取扱） 平井 敏男 
労働委員会事務局長 市川 由美 
産業政策課長 石原 啓史  海外展開・成長分野推進室長 櫻井 順一 
商業振興金融課長 立川 弘行  産業集積推進課長 依田 正樹 
労政雇用課長 半田 昭仁  産業人材課長 遠藤 克也 
労働委員会事務局次長 小俣 芳久 

 

観光部長 堀内 久雄  観光部理事 青嶋 洋和  観光部次長 赤池 隆広 
観光企画・ブランド推進課長 塚原 稔  観光振興課長 仲田 道弘 
観光資源課長 荒井 洋幸  国際交流課長 佐野 宏 
 

 
議題（付託案件） 
   第１０６号 平成二十五年度山梨県一般会計補正予算第二条繰越明許費の補正中農政産業

観光委員会関係のもの及び第三条債務負担行為の補正中農政産業観光委員

会関係のもの 

   第１２３号 指定管理者の指定の件 

   第１２４号 指定管理者の指定の件 

   第１２５号 指定管理者の指定の件 

   第１２６号 指定管理者の指定の件 
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   第１２７号 指定管理者の指定の件 

   第１２８号 指定管理者の指定の件 

   第１２９号 指定管理者の指定の件 

   第１３０号 指定管理者の指定の件 

   第１３８号 指定管理者の指定の件 

 
請願第２３－３号 国に原子力政策の転換を求めることについての請願事項の２及び３ 
請願第２３－６号 「ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉」への参加に反対する意見書採択

を求めることについて 

請願第２３－13 号 原発から撤退し、自然エネルギーへの転換を求める意見書の提出を求
めることについての請願事項の３ 

 

審査の結果    付託案件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

また、請願２３－３号、請願２３－６号及び請願２３－１３号については、い

ずれも継続審査すべきものと決定した。 

 

審査の概要    まず、委員会の審査順序について、農政部関係、エネルギー局・企業局関係、

産業労働部・労働委員会関係、観光部関係の順に行うこととし、午前１０時０４

分から午前１１時２６分まで農政部関係（午前１０時３４分から午前１０時４３

分まで休憩をはさんだ）、休憩をはさみ午前１１時３７分から午後０時０７分ま

でエネルギー局・企業局関係、休憩をはさみ午後１時２９分から午後２時２５分

まで産業労働部・労働委員会関係（午後２時１５分から午後２時２３分まで休憩

をはさんだ）、さらに休憩をはさみ午後２時４４分から午後３時２３分まで観光

部関係の審査を行った。 
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主な質疑等 農政部 

 

※第１２８号 指定管理者（山梨県立まきば公園）の指定の件 

質疑 

 

桜本委員  農政部の選定された５人の委員について、選定した根拠が見てわかる人もいま

すし、全然承知していない方もいるのですが、どういう理由で選定したのか、あ

るいはどういう選定方法であったのか。 

今回、農政部においては、この指定管理の３件において、この５人の方々が、

それぞれ調査検討してきたと思うのですが、例えば年間を通したスケジュール

をお持ちになっての仕事内容なのか。１年間のスケジュールだとか、その辺の

ことを説明していただけますか。 

 

桜井畜産課長  ただいまの選定委員の選定でございますが、この５名のうち、新しく加わった

ところが観光の関係の１名でございまして、あとの４名につきましては、これま

で２回ほどやっておりますけれども、委員はかわっていません。それぞれそこに

所属が書いてございますが、これまでの経歴からして、それぞれの分野で非常に

知識があるということです。また、今まで２回、審査をしておりまして、これま

でのそれぞれの管理施設の状況をよく把握されているということで、前回、指定

した選定委員会で選定したときと今回がどういうふうに変わったのか、上がった

のか、下がったのか、そういったところも比較していただくということで、委員

は、１人を除いては、４人、前回と同じ方でございます。 

  年間を通じたそれぞれの施設のスケジュールですが、５月に選定委員会を設置

し、現場にも赴いていただきまして、各施設を、再度、見ていただいて、それぞ

れ、今の指定管理の方からも説明を受ける中で状況を把握していただきました。 

  ８月に、公募された応募団体から書類が上がってまいりまして、その書類の審

査をする後、９月に委員に集まっていただき、応募者に、一件一件、計画書に基

づいてプレゼンテーションをしていただきました。その中で、いろいろな疑問点

を質疑応答して、９月下旬に、３回目の審査会で、最終的に管理者を選定してい

ただいたという状況でございます。 

 

桜本委員  ５年間で８,７００万円というお金をこの５人の選定委員の方にお預けする。

ちゃんとチェックをしてくださいというそれだけの重い責任があるわけです。そ

の方が、過去２回ほど見ているから、１人がかわっただけといって、我々議会の

中で承服できるか、納得できるかということに関して、私は疑問に思っています。

この方はこういうエキスパートという理由で選んでおります、この方はこういう

ことを重点に置いていますという、それぞれどういう部分を見てもらっているの

か、そういった情報が我々に全然流れてきません。 

  また、例えばこの選定委員の方々が、５月にこういうことを行った、６月には

こういうことをチェックした、７月には財務諸表をいただいてこういうことをチ

ェックしたとか、この委員の方々が何をしたかということをチェックするのも

我々の役目だと思います。その点について、どうお考えでしょうか。 

 

桜井畜産課長  確かに、それぞれ委員には５年ごとの指定管理ということで、お忙しい中を来

ていただいておりますが、極力、その中で各施設の状況をわかっていただくため

に、これまでの５年間の実績等々もお示しした中で、いろいろ御意見をいただき

ました。 
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  今回、それぞれの委員からは、ただ選ぶだけではなくて、こういった点を改善

してもらいたいとか、こういった点を推進してもらいたいとか、一言、コメント

をいただいています。まきば公園につきましては、今までの実績から非常にいい

のですが、もっと地元の小学生に入っていただけるような工夫をできないかとい

ったことで、とりあえずは、この委員会の中で、それぞれ資料を事前に配付をい

たしまして、よく見ていただいています。 

 

桜本委員  県の管理的な立場と、この委員とのかかわり合いは、我々に何も見えてこない

んです。それをわからせる努力が、こういった審査の中では必要じゃないですか。

お互いに、県の担当とこの５人の方々がやっている内容は誰にも見えないわけで

す。 

報酬を出して発注しているんだから、お互いに平等な関係です。お忙しい中に

この５人の方々に来ていただいているなんて、そういう発想はおかしいじゃない

ですか。 

 

桜井畜産課長  ちょっと言葉が、申しわけございませんでした。 

  そういったことで、今、委員の御指摘がありましたことにつきましては、誰が

適任かという御指摘だと思いますが、今回、選んでいただきました委員は、それ

ぞれ過去の実績もありますけれども、特に公認会計士につきましては、県の中で

も非常に経理の関係にたけておりまして、そういった方にお願いしております。 

  また、畜産については、一般社団法人の日本草地（畜産）種子協会の専務でご

ざいます。この方は長らく農水省にも勤務をされており、牧場にも勤務された実

績がございまして、今、ここの専務をやっております。ここの種子協会は、全国

ふれあい牧場協議会の事務局も兼ねております。動物ふれあい牧場のそういった

ノウハウを持っているということもございます。そういった知見から、単なる畜

産だけではなくて、ふれあい牧場の観点からも、委員として選定をさせていただ

きました。 

  また、花のほうにつきましては、やはり花の専門家として、特に今、ＮＨＫの

趣味の園芸講師などを務めております方でございます。 

 

桜本委員  そういうことをここの場で発言するのではなくて、こういった中で、この委員

はこういった点で選びましたということを、私たちに情報公開するべきです。そ

ういった点を努力してください。こういう項目について調査をしましたという年

間スケジュールを、こういったものに入れてください。 

この５人に全部お任せしましたというわけにはいかないと思う。最終的に点数

が出てきて、非常に抽象的な言葉になって点数が盛られている。これでは判断の

しようがないです。よくそういった意見を踏まえて、これからといっても、また

数年先になってしまいますが、そういった点はやはりきちっとしてもらわなきゃ

困る。 

  今度は具体的な内容に入ります。以前、いただいたモニタリングシートにおい

て、利用者の意見への対応ということで、レストランの指定管理者とともに改善

するとありますが、設置内容にレストランは含まれていません。この内容という

のはどんなことでしょうか。 

 

桜井畜産課長  県立まきば公園は、施設としては２つのところが管理しております。公園自体

は、今の子牛育成協会が管理しておりますが、レストランの部分は、もともと企

業局の施設でございまして、そちらの指定管理者が管理をしております。 
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桜本委員  この指定管理費の分担というか、割合はどんなふうに調整しているんですか。 

 

桜井畜産課長  実際のところ、運営につきましては、それぞれの団体が協議をしながら、来園

者に快適な空間を提供するための努力はさせていただいていますが、費用分担に

つきましては、それぞれの持ち場、エリアが決まっております。特にその中で、

まきばの館の中が、来園者が全て入るものですから、まきばの館の中に畜産関係

の資料展示室や事務所がございます。そういったところについては、それぞれの

持ち分で負担をいたしますが、真ん中のエントランスゾーン等につきましては、

電気料や光熱費といったものについて、そもそも建設当時の面積割等を案分した

協定書がありますので、その中でそういった負担割合を決めて取り組んでおりま

す。 

 

桜本委員  次に、主な業務の内容に、幾つか業務の開催をしておりますが、当然、自己負

担が生まれるんではないかという項目について、収入の部分に入っておりません

が、これは全部無料でやられているんですか。 

 

桜井畜産課長  公園の部分については、全額無料であります。 

 

桜本委員  設置目的に、畜産に関する知識を啓発するという部分が出ておりますが、目的

と主な業務内容が非常に乖離している。その乖離している中で、個人負担をいた

だいていない。例えばフェルト教室で、フェルトを工作するようなものについて

自己負担を求めないということですが、どのような内容でされているんですか。 

 

桜井畜産課長  通常の管理につきましては、それぞれ無料、要するにお客様から御負担いただ

いていませんが、ただいまのお話にありましたフェルト教室などにつきましては、

来園者から実費負担をいただいています。 

 

桜本委員  一般的に実費といっても、材料を買う場合は、収入の中で買うわけですよね。

例えば１００円のものを買って、利用者に自己負担で１００円いただいてプラ

ス・マイナス・ゼロにする。その数字はどこに出ているんですか。１００円の仕

入れ、１００円の収入は、収支状況の中でどこに出ているんですか。 

 

桜井畜産課長  それにつきましては、委託料の中には、その部分は入っておりませんが、子牛

育成協会の法人としての会計報告のほうには出ています。 

 

桜本委員  ということは、協会の事業と、この指定管理の事業の２つが混在しているとい

うことですか。 

 

桜井畜産課長  協会のほうは、県立八ヶ岳牧場も、指定管理者として管理をしております。ま

きば公園も管理をしております。それぞれ区分をしてやっておりますけれども、

経費につきましては、団体として共通する法人会計の部分もございますので、そ

こはそれぞれの会計ごとに区分をしながら、協会全体の決算の中で反映させてい

ただいています。 

 

桜本委員  おかしいことを言いますね。こういった指定管理委託の中には、光熱費だとか、

そういったものも含まれるわけです。そこはどう計算しているんですか。他事業

のものをこの指定施設の中で運営をして、それを全部、お手盛りで、取らないで、

使うものは使う、おかしいじゃないですか。そういう事業を外部から引き受ける
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のであれば、そういったものも収入としてもらうべきです。 

 

桜井畜産課長  まきば公園の部分につきましての経費は、その中で区分経理をして、公園でか

かるそれぞれの経費は委託料から支出しております。 

 

桜本委員  この指定管理の委託料は、人件費以外にも維持管理料、例えばそこでストーブ

を燃やせば灯油がかかるとか、電気をつければ電気料がかかる、水道を使えば水

道料がかかる、そういったものを含めて指定管理料で支払っている。それについ

て、外部の同じ事業者がそこに入ってきて、こういったもので使う。そこに対し

て使用料をいただかないなんてことはおかしいじゃないですか。そこで、光熱費

だとか、間接経費がみんな、出ているわけですから。それはどうお考えですか。 

 

桜井畜産課長  この公園自体が、そもそも県の牧場を一部、県民に開放するということで、全

県公園化構想の中でこの公園をつくりました。そんな関係で、公園の条例の中で

も、費用につきましては無料ということで開放しています。 

 

桜本委員  私はそんなことは聞いてない。質問にちゃんと答えてください。 

  もう一度、言います。堂々めぐりするのは、質問にちゃんと答えてくれていな

いからです。 

  指定管理料というのは、そこにおける施設の運営、人件費だとか光熱費、要す

るに維持管理料です。それに伴って、こういった予算を盛るわけです。そこに外

部から来て、同じ団体から来て部屋を使うことに対して、貸した方々から教室料

をいただかないというのはおかしい話でしょう。運営している協会が一緒であっ

ても、他事業のものを持ってきて、そこを無料で使わしてくれなんて話はないで

しょう。そこまでのことが、この設置目的だとか、そういったことの中に裏づけ

されているわけですか。 

 

桜井畜産課長  外部から、無償で貸すとか開放するということはございません。ここの公園自

体は、委託管理は公園の維持管理ということで、ふれあい動物の管理、牧草地の

管理、来園者等に対する園内の案内、畜産の紹介ということが主な仕事でござい

ます。 

  委員がおっしゃっている、外部からの施設を貸すということは、来園者が来て、

まきば公園を楽しんでいただいて、そのサービスの一貫として、フェルト教室と

か毛刈り体験等を協会ではやっております。本来のところは無料でございますが、

協会として材料を買ってサービスを提供するところについては、材料代だけはお

客さんからいただいているということです。 

 

桜本委員  そこが、材料を買っている、材料代をもらっているということに関しては、こ

ういった収支の状況の中に入ってくるわけでしょう。それを先ほど聞いたら、こ

の協会が別な事業としてこの部屋を借りてやっているからという答弁があった

から、それでは、その事業が違うことに施設を使うことに対して、施設利用料と

か使用料はいただいていないんですかという質問なんです。 

 

桜井畜産課長  公園の建物自体は、企業局の部分と農政部の関係のものに中が分かれておりま

す。協会のほうは、畜産関係のそこの事務所、畜産展示室を管理する管理内容に

なっておりますので、その中でやっているということになります。 

 

桜本委員  すみません、ちょっと休憩を求めます。私の質問に答えられるようなものをぜ
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ひ用意してください。納得できない。 

 

石井委員長  それでは、暫時休憩いたします。 

 

（ 休  憩 ） 

 

石井委員長  大変お待たせいたしました。休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  まず、畜産課、桜井課長から発言を願います。 

 

桜井畜産課長  ただいま、桜本委員から御指摘がございました点につきましては、県といたし

ましても、そういった団体が、実費であれ、負担金を取りながらそういったいろ

いろな教室を開催してサービスをしているというのがあり、ちょっとわかりづら

いところがございました。不明なところにつきましては、今度、わかるようにそ

ういった対応をさせていただきたいと思います。見える形で改善をさせていただ

きたいと思います。 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※第１２９号 指定管理者（山梨県立フラワーセンター）の指定の件 

質疑         なし 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※第１３０号 指定管理者（山梨県立富士湧水の里水族館）の指定の件 

質疑 

 

桜本委員  先ほどもモニタリングシートの中で話をさせてもらったんですが、ここの利用

者満足度については、１,０００人近い方々からアンケートをとっています。前

の団体は１００人とか２００人のケースでしたが、極端にここが多いというのは、

このアンケートは、管理者がアンケートをとるのか、県がとるのか、どちらが担

っているのでしょうか。 

 

田中花き農水産課長 指定管理者がとっております。 

 

桜本委員  そのアンケート調査は、県と管理者との間ではどういった取り決めになってい

るんですか。例えば、通年でとってくれとか、全体的にケースを幾つぐらい持っ

てくれというように。大分、この事業者の数が多いんですが、ほかの指定管理者

とどんな点が違うんですか。 

 

田中花き農水産課長 アンケートの質問項目等につきましては、県と協議する中で作成し、来館
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者の中から、なるべく多くの方からアンケートをとるようにという形で実施して

おります。 

 

桜本委員  なるべく多くの方からアンケートをとるということになると、やはりその精度

も変わってくると思います。精度を平準化するとすれば、例えばアンケート個数

を県のほうで設定して、各指定管理者に通知をするといったことが、公平性とい

うか平準化の数値を求められるやり方ではないですか。 

 

田中花き農水産課長 なるべくという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、アンケー

トを実施する者の意思、こういう結果が期待できるようなとり方にはならないよ

うに、極力というか、なるべく多くの来園者に対してとっていただくという形で

す。これは、指定管理者の施設全部について共通という形ではなくて、この調査

につきましては水族館独自の設定で実施しております。 

 

桜本委員  このシートの中には、指定管理者の自己評価と施設所管課の評価ということが

分かれています。それを相対的にまとめるのであれば、県側もアンケート調査を

して初めて、施設側の調査、県側の調査というものを見比べて、それが我々に出

てくるのではありませんか。皆様方は、所管課の評価をどういうものの中で出さ

れたのですか。 

 

田中花き農水産課長 これにつきましては、指定管理者から、管理運営の実施状況報告が毎月上

がってきます。それらを通年通した中で評価するのと合わせて、管理者が実施し

たアンケート調査の結果も踏まえ、この評価を実施しております。 

 

桜本委員  我々が管理者側からの一方的なアンケートをうのみにして、説明を受けるとい

うものではなくて、ぜひ、これからは、第三者側がきちっとアンケートをとって、

指定管理者側のものと見比べていくというものがないと。アンケートといっても、

管理者側がつくるアンケートと第三者がつくるアンケートは、全く内容が異なる

と思いますが、いかがですか。 

 

田中花き農水産課長 私どもは、指定管理者になるべく公平な結果が出るようなアンケートのと

り方を実施するように求めておりますが、委員がおっしゃる可能性も否定できな

いと考えますので、今後、アンケートのとり方等については検討していきたいと

考えております。 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※第１０６号 平成二十五年度山梨県一般会計補正予算第二条繰越明許費の補正中農政産業

観光委員会関係のもの及び第三条債務負担行為の補正中農政産業観光委員会

関係のもの 

質疑         なし 

 

討論         なし 
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採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※請願第２３－６号 「ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉」への参加に反対する意見書採択を

求めることについて 

 

意見 （「継続審査」と呼ぶ者あり） 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で継続審査すべきものと決定した。 
 

 

※所管事項 

質疑 

（６次産業化農業団地整備モデル事業について） 

桜本委員  ６月の補正で、６次産業化の農業団地のモデル事業が盛られており、期日も迫

っているようですが、進捗状況はいかがでしょうか。 

 

小幡農村振興課長 現在、事業採択要件を付し、市町村に公募中でございます。期日も迫ってい

るところでございますが、現時点では、市町村からの申請はございません。 

 

桜本委員  申請がない場合は、この予算はどのような形に持っていこうと考えているので

すか。 

 

小幡農村振興課長 本事業は、６次産業化に取り組む南アルプス市から、事業者の誘致が確実に

なったことから、早急に実施しなければならない基盤整備についての支援要請が

あったことも踏まえまして、６月の議会で、雇用創出や定住促進の効果も期待さ

れる取り組みに対して、支援が必要となる地域をモデル的に緊急的に行えるよう

にお願いしたものでございます。 

  しかしながら、先ほど申しましたが、南アルプス市も含めて、現在までに事業

申請はありません。今後、仮に事業申請地区がない場合には、まことに残念では

ありますが、執行については見直しせざるを得ないと思います。 

 

桜本委員  団地化というのは非常にいい事業だと思うんです。まさに時宜を得た事業だと

思います。国も農業的なものにシフトを変えてきて、これからも大変注目される

事業だと思います。何カ月かという期間もあったわけですが、どんな点がうまく

いっていなかったのか、県の情報の中でわかる範囲で教えてください。 

 

小幡農村振興課長 今まで県は、企業の参入を迅速に進めるために、事前に県下の市町村の候補

地の情報を収集いたしまして、市町村との十分な調整をしておりました。そうす

れば、企業の参入に当たり、各企業のニーズに合致した地域において速やかに参

入できるのではないかということで、取り組んでおりました。 

  この事業につきましては、そういった中で、一番問題になる地権者との意見の

調整を条件に付しました。事業実施に当たって、用地の問題が片がついているこ

と、地権者全員同意がとれているということを条件にいたしました。これに対し

て時間が現実としてかかったということです。現在、各市町村で、最後の追い込
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みで用地の調整をしているところではございますが、一番の問題としては、短時

間に用地の調整をすることが問題だと思います。 

 

桜本委員  やはりこれからは、市町村ともよく連絡調整を図りながら、例えば各市町村が

どのくらいの耕作放棄地を解消したいといった意見集約が必要です。企業におい

ても、例えば３ヘクタールのものが欲しい、１０ヘクタールのものが欲しい、３

０ヘクタールのものが欲しいというように、やはり企業の中でも要望が全く違う

と思うんです。それに応えるのには、もうあらかじめ、市町村のほうから計画を

立ててもらって、例えば長期目標、中期目標、短期目標をつくりながら、今、各

市町村はこれだけの耕作放棄地があり、これだけ農地として残していきたい、耕

作放棄地を解消したいという計画を立てさせて、そこの中で事業の組み立てをす

る。 

  例えば、下水道の工事をするのにも、その地域がまとまって初めて行政が動く

というように、用地交渉を速やかに進めるために、ある程度、内々に同意をいた

だいている地域だとか、水利権についてもオーケーをいただいているとか、そう

いったものをあらかじめ市町村として用意しておく。そして、県が窓口になって

企業を誘致していくといったことをタイムリーに行っていくためには、県と市町

村の調整が、具体的な中でますます必要になってくると思いますが、いかがお考

えでしょうか。 

 

小幡農村振興課長 従来からそういう取り組みをしていたわけでございますが、さらにアンテナ

を高くいたしまして、市町村側からの情報、企業のニーズ、そういったものを、

十分時間をかけつつ、いち早くキャッチいたしまして、企業の経営規模や経営形

態、立地条件に合った場所を紹介するなどの努力をしてまいりたいと思います。

また、必要に応じまして、基盤整備を支援したり、さらに市町村と連携した農業

参入を推進してまいりたいと思います。 

 

（農業の６次産業化の推進について） 

鈴木委員  知事も６次産業を推進していますが、農業法人を除いた個人あるいは複数名の

団体が、今現状、どのぐらいあるのか、まずお伺いいたします。 

 

小野果樹食品流通課長 現在、６次産業化の事業を進めるに当たりまして、サポートセンターを、

中小企業団体中央会に設置をいたしました。これは９月補正でお願いした案件で

ございます。それは、前から国が直接補助金で設置したところでございまして、

継続的な話になるわけですが、現在、六次産業化法に基づく総合化事業計画の認

定を受けている事業者が１８団体ございます。 

 

鈴木委員  個人はないんですか。 

 

小野果樹食品流通課長 個人といいますか、ほぼ法人、要するに農業生産法人といった法人でご

ざいます。 

 

鈴木委員  やはり農業生産法人というのは規模も大きく、確かに６次産業事業を進めやす

い団体かもしれないけれども、これから、農協等を通じて、農家の皆さんがそう

いう方向性に行かないと、ただ、農業生産法人だけで進めるというのもいかがな

ものかなと思います。 

  聞いてみますと、県下の中でも、ＪＡ等含めて個人、あるいは３人５人の農業

の皆さんが、６次産業を進めていきたいという希望はあるわけですが、現状とす
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ると、なかなか進め方がわからない、安易に取り組んでいけない。そうすると、

６次産業をさらに拡大していくという方策にはならないと思います。 

  できれば、委員長、お願いがあるんですが、こうすれば農家の皆さん、あるい

は３人５人の集落団体が６次産業をやっていけるというものを、Ａ４版１ページ

ぐらいで、こういうふうに段取りを踏んでいけば、６次産業の方向的なものがで

きるよというものをつくってもらって、委員の皆さんに配っていただきたい。中

にはブドウもあるだろうし、桃もあるだろうし、ジュースがあったり、いっぱい

あるよね。 

  さっき言ったように、サポートセンターに行ってくれと言っても、それ以上、

どうすればいいという方向性は出せないんです。委員の皆さんも興味がある方も

いると思いますから、農家の皆さんが、直接、６次産業へ手入れをしていくにど

うしたらいいかというものを、本当に簡略に、図でもいいから出してもらってお

配りしていただければなと思うんですが、委員長、その辺はどうぞよろしく。 

 

小野果樹食品流通課長 私どもも、委員のおっしゃるとおり、すそ野を広げるという意味につき

ましては、個人とか、農協とか、そういったところが、直接、この６次産業化に

取り組むという必要性を強く感じております。 

  そのため、前から農務事務所に現地指導班を設置しまして、そういった希望の

ある方々の御相談をサポートセンターへ橋渡しをしてきたところでございます

が、今後、県が事業主体となりましてサポートセンターを委託したわけでござい

ますので、これを機会に、その活動をより強化いたしまして、６次産業化の個人、

農協の取り組みがより活発になるよう、努めていきたいと思います。 

  今までも、サポートセンターの事業費を使いまして、リーフレットをつくった

りして、相談シートを同時に配布できるようにしているところでございますが、

個人の皆様方がより関心を持てるように工夫していきたいと思います。 

  とりあえず、今、皆様方にお示しできるのは、サポートセンターが作成してお

りますチラシがございますけれども、そういったものをお示ししながら、さらに

それを改善していくということで、御了解いただければと思います。 

 

鈴木委員  わかりました。 

  さっき言ったように、あれは私も見たけれども、フローで１枚でいいから、初

めから完了まで、こういうものを１枚でわかりやすく見られたほうが、能書きを

あまり入れてもらうよりも、こうしてこうするんだというフローがわかれば、農

家の人も一番わかりやすいと思うんだよね。その辺も加味しながら、資料を提出

いただければと思いますが、委員長、そんなことで御配慮いただきたいです。 

 

石井委員長  執行部に申し上げます。ただいま鈴木委員から要求のありました資料につきま

して、資料作成後、提出を願いたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（食料の自給率について） 

渡辺委員  農業を取り巻く環境は、ＴＰＰの問題がありまして、非常に厳しくなってきて

いると思います。国をずっと支えてきた１次産業、農業が、いろいろな状況の中

で、本当に憂える状況になっているわけですけれども、それを最前線で皆さん方

が頑張ってくれていることに対しては、敬意を表したいという思いがあります。 

  私、終戦後の食料難を非常に身にしみて感じておりまして、これから我が国は、

そういう意味では非常に厳しい状況になってきているんだろうなというのがあ

るわけです。そこで、いつも気になるのが、食料の自給率です。本県はどんなふ

うになっているのか、もし数字がありましたら、推移と申しますか、今の本県の
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状況を、まず教えてもらいたいと思います。 

 

相原農政総務課長 本県の農業につきましては、多分、御存じのように果樹が中心となっており

ます。そういう意味からすると、果樹野菜については、カロリーベースで計算し

ますと、米に比べて相当低いという状況になっているわけです。というのが前段

にございまして、その結果、通常、国で言いますと３９％が自給率だという話に

なっておりますが、本県の場合は約１９％だと承知しております。 

 

渡辺委員  １９％という数字は、減らずに推移しているという理解でいいですか。 

 

相原農政総務課長 申しわけございません。たしか平成２３年度だったと思いますが、その数字

で申しますと１９％ということでございまして、本県の過去経年で自給率につい

ては承知しておりません。 

 

渡辺委員  わかりました。 

  ことしも当委員会で上野原へ行ったときに、耕地整備の現場を見て、非常に勇

気というか、希望というか、すごいなという印象も受けたわけですが、そうした

事業をさらに進めていくことが非常に大事かなと思います。ぜひその辺を取り組

んでもらいたいと思います。 

 

（減反政策について） 

  もう１つは、今、課長のほうから、本県は果樹王国という言葉が出ましたけれ

ども、私の住んでいる村では、かつて２６０町歩ぐらいの水田が広がっていて、

至るところ水田であった。当然のことながら、里山、山の奥まで耕作されていた

という歴史的な事実があるわけですけれども、水田がなくなった背景の中に、減

反政策が大きく作用していたかなという印象があります。５年後にまた、この減

反政策が変わってくるというニュースが入っております。 

  県では５年後のこういう取り組みについて、どのような対応をしていくのか、

対応策というか、考えていることがありましたら教えてもらいたいと思います。 

 

田中花き農水産課長 県内の水田作付状況ですが、現在、台帳上は１万９０ヘクタール、そのう

ち、委員がおっしゃるとおり生産調整が行われておりまして、２５年度の作付面

積は５,２１０ヘクタール、およそ半分を転作しているという状況です。今後、

米の消費量が減っているという背景を受けまして、国では、５年後をめどに生産

調整を廃止するという方向性を示しております。 

  現在ですが、県としましては、まず、稲作については特色ある、より高品質な

お米の生産に努めるのとあわせて、転作した部分につきましては、遊休という形

ではなくて、転作にかかる作物、麦でありますとか大豆、または野菜をつくって、

水田をフル活用して生産していくということで、それぞれの転作作物の産地化等

につきましては県で支援しているという形です。 

  ５年後につきましても、同様にそういった対策を、今度は、いわば稲作が自由

化というか、農家の裁量によって生産していくという形になりますので、そちら

の振興とあわせて、米以外の作物を振興していくという形で、山梨の農業を守っ

ていきたいと考えております。 

 

渡辺委員  大変うれしいようなお話でしたけれども、稲作というのは、いざというときに

は、お米という、長期保存もきくし、非常に安心な食料で、日本にとっても大変

ありがたいものでございますから、これを機会に、できるだけ水田の復帰という
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か、そうしたことへの取り組みをぜひお願いしたいということです。 

 

（地域に応じた作物の生産について） 

  もう１つ、大変うれしいことに、例えば鳴沢村のあそこに、地域的には水が流

れない溶岩地帯ですから、そこへ県で中山間地整備事業で井戸を掘って、畑作と

かそういうことにも力を入れてくれているということについては、地元でも大変

喜んでいるわけでございます。 

  こうした、地域ごとに生産品目をぜひいろいろ精査したり、配慮したり、国中

においては果樹、北麓のこういうところでは高原野菜とか、あるいは水田地帯、

もっといろいろなところがあって、そういう生産分布図というか、そうしたこと

もぜひ取り組んでいただいて先ほど６次産業化というお話がありましたけれど

も、地域ごとに農業をしている皆さん方に、ブランドにつながるような取り組み

が必要かなと思います。最後にそれを伺って終わりたいと思います。 

 

田中花き農水産課長 私の答弁ですと、お米中心になってしまいますが、特に委員がおっしゃる

とおり、地域によって適している作物というのが変わってきます。そういったこ

とにつきまして、各市町村からの申し出によりまして、地域のそういった作物を

選定して、地域で産地化にするという取り組みに対しては、それぞれの地域の申

し出に応じて、それぞれ支援作物を定めて支援して、それの産地化を図っていく

ということになります。 

  果樹についても、野菜についても、地域の適した作物の振興というのは、今後

も十分取り組んでいくんだと思っております。 

 

河野農業技術課長 ブランド化、県下全体の農業振興の関係でございますが、御承知のとおり、

県下には４つの農業改良普及センターがございます。プラス、各試験場で技術普

及を行います。そこでは、年間の活動する普及計画というのをつくっておりまし

て、その中で、地域に応じました重点作物、重要品目を定める中で、市町村、農

家と一緒になって、その振興に努めているという状況でございます。 

 

相原農政総務課長 先ほど渡辺委員の質問の中で、本県の食料自給率の推移のお話があったと思

います。今、ここに資料としてございますが、平成１０年度以降のデータがござ

いまして、平成１０年から平成１８年度までの間については、約２１から２０％

の間でございまして、平成１８年度に初めて２０％を切っております。２０、２

１年度と２０％を維持しましたが、平成２２年度になって１９％になっていると

いう状況でございます。 

 

 

 

 

主な質疑等 エネルギー局・企業局 

 

※第１３８号 指定管理者（丘の公園）の指定の件 

質疑 

 

桜本委員  共同企業体ということですが、資本金が２,０００万円と２,０００万円という

ことで、合わせて４,０００万円。５年間の企業局の納付金が８億１,０００万円

ということで、何かお互いの企業にあった場合、例えば持ち分比率というか、負
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担比率は五分五分ですか。 

  もう１回、言いますよ。資本金または基本財産ということで、それぞれ同じ金

額が出ているんですが、この会社におのおの何か起きた場合、これはどういう負

担というか、業務内容になりますか。 

 

渡辺企業局総務課長 共同企業体でございまして、この２社のうち、代表団体が株式会社清里丘

の公園でございます。私どもとこの共同企業体との間で締結する協定書、現在、

仮協定書の段階でございますが、その中で、この指定管理業務の運営に関し発生

した債務は、両者で連帯して責任を負うということを定めております。また、こ

の２社の間で締結する協定書、２社の協定書の中でも同様な規定を定めておりま

す。 

 

桜本委員  年間にすると１億５,０００万円ですか。例えば、この１億５,０００万円を、

毎月区切って後払いなのか、精算払いなのか。この大きい金額をどういった内容

で支出していくんでしょうか。 

 

渡辺企業局総務課長 これも仮協定書の中で合意した事項でございますけれども、１億５,０００

万円を１２分割いたしまして、１,２５０万円になります。これを毎月末に支払

っていただく。合計１億５,０００万円ということで合意をしております。 

 

桜本委員  例えばこの施設の故障といった場合、もともと山梨県企業局で責任があるもの

については、当然、山梨県の企業局が負担する、あるいは使用者側の瑕疵という

か過失によって機械が壊れたという場合を想定して、施設賠償といった保険の加

入を義務づけているのですか。あるいは、施設内で例えば事故が起きた場合、そ

ういったものに対する負担を賄うような保険には加入しているんですか。保険等

について説明してください。 

 

渡辺企業局総務課長 募集要項の中で、保険に加入することを求めております。その中では、施

設賠償責任保険につきまして、１名につき２億円以上、１事故につき２億円以上。

あわせて受託物賠償責任については、ゴルフ場でございますから、ゴルフバッグ

を郵送してくる、保管をしていくという業務もございます。そこで事故が起きた

場合、これにつきましても、１事故につき１００万円以上の保険。それからゴル

ファー保険、ボールを人にぶつけてしまったという事故が起きた場合の保険、こ

れは第三者に対しまして１億円以上の保険、その他の自動車保険、盗難保険等の

保険に加入することを要件としております。 

 

桜本委員  企業局の選定委員が５名おります。先ほどの審査の中でも、それぞれどういっ

た利点というか、この方を選定した理由を述べてもらいました。時間の関係もあ

りますからそこまでは必要ありませんが、そういった見解のもと選んでいるのか、

その点をお聞かせください。 

 

渡辺企業局総務課長 私ども企業局選定委員会を選定するに当たっての考え方は２点ございます。

１点は、まず、丘の公園のことを十分、御存じである方ということで、昨年度の

あり方検討委員会で、詳細について私どもから情報をお示しして、御検討いただ

いた委員がいます。その中から３人、委員をお願いいたしました。具体的には、

萩原委員長、坂本委員、野村委員の３人でございます。 

  丘の公園が八ヶ岳南麓地区で貢献していくといいますか、機能を発揮していく

場面は観光の分野がメーンであろうということから、山梨観光推進機構の理事長
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にも委員としてお願いをしたところでございます。 

  以上２点でございます。 

 

桜本委員  今回、候補者が辞退をしたということで、協議が調わなかったという一文しか

ないわけですが、具体的に、この５人の委員会委員の方々は、そこについてどう

いう見解をお持ちですか。 

 

渡辺企業局総務課長 協議が調わなかった理由といいますのは、施設設備、備品の費用の負担に

ついて、河口湖カントリー・ジェイゴルフ共同体と私どもとで意見の一致がなか

ったということで、選定委員会で結論が出た、選定をされた後の協議の段階で協

議が調わなかった事態が生じてしまったということでございます。 

  選定委員の皆様には、協議が調わなかったことにつきまして、私どものほうか

ら御報告申し上げ、了解をいただいております。 

 

桜本委員  協議が調わないということだったら、この５人の委員なんか選定しないで、初

めから県が窓口となって責任を持ってやればいいじゃないですか。今までやって

きた経過というものが、５人の内容を、みんな飛び越しちゃったわけですよね。

当然、５人の委員にそれだけの報酬を出しながら選定をしていただく。その中で、

最終的に決定したところと山梨県が協議をしたら、協議が調わなかったというこ

とであれば、山梨県とこの委員会の方々はどういう打ち合せをしていたんですか。 

 

渡辺企業局総務課長 指定管理者の選定事務につきましては、指定管理者を導入する全ての県の

施設が適用になります指定管理者の更新等に関する基本方針、ガイドラインを適

用して進めてまいりました。その中で、協議が調わなかった場合には、次点の団

体を候補者として協議を進めることになっております。 

  今回、３団体の応募がございました。選定委員会で、河口湖カントリー・ジェ

イゴルフ共同体を候補者とする、次点の申請者を清里丘の公園・ニホンターフメ

ンテナンス共同企業体とするという意思決定をしていただいております。それに

従いまして、２番目に評価が高かった団体を候補者として、協議を進めてきたと

いうことでございます。 

 

桜本委員  私の質問と食い違っています。県が協議をしてまとまらなかったということは

わかります。第２の者が第１になるということもわかります。県とこの５人の委

員会は、どういうすり合わせをしているのかということを聞きたいのです。もっ

と具体的に、そのすり合わせがどういった点で落ちていたのか、また、どういっ

た点が委員会の選定委員と共同企業体が対応できなかったのか、その辺を、２点、

明確にしてください。 

 

渡辺企業局総務課長 まず、協議が調わなかった理由といたしましては、私ども、公平性という

観点から、先方の求めには応じられなかったということでございます。 

  公平性と申しますのは、応募書類をいただく前に、先ほど申し上げました施設

設備、備品の費用負担について、どうしても予算の範囲内でしか対応ができませ

んということを、あらかじめ質問を受ける機会を設け、質問いただいた団体に個

別に回答するのではなくて、全ての方にわかるように、ホームページで回答をい

たしております。応募団体は私どもの回答をごらんになった上で、それを踏まえ

て提案をいただいているということでございます。選定委員会の審査の中でも、

それをまず前提として提案があったものとして審査をしていただいております。 

  したがいまして、その後の協議が調わなかったことというのは、選定委員会の
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議論で、１番、２番を決めていただいた後の、私どもの協議の中で調わなかった

という内容でございます。 

 

鈴木委員  桜本委員から話があったんだけれども、例えば納入金はいいよね。最初の段階

で。選定を受ける前に、例えば備品はどのぐらいかかるとか、例えばカートはど

うするとか、そんな話は最初になかったんですか。 

 

渡辺企業局総務課長 具体的には、先方から指摘されましたのは、ゴルフ場の乗用カート、芝刈

り機などのコース管理機器をどちらが負担するのかということです。応募書類を

いただく前に、募集要項に関する質問をこの期間、受け付け、それに対して何月

何日にホームページで回答いたしますという機会を２回設けました。 

  その中で御質問いただいたのが、乗用カートは、今の指定管理者はリースで調

達しているんだけれども、今後はどうなるんですか、コース管理機器や乗用カー

トなど、来年４月、業務開始前にそろえてくれますか、そのような御質問をいた

だきました。それはそれぞれ、今の指定管理者がリースで用意しているもの、コ

ース管理機器につきましても、芝の委託会社が持ち込んでいるものが大部分でご

ざいますので、私どもが改めて乗用カートを買ってそろえるということはありま

せんということをホームページで回答しております。ですから、それをごらんに

なった上で提案があったものと考えております。 

 

鈴木委員  普通だったら、こういうものに参入する前にそういうことがわかっていれば、

参入しないよね。だけど、よく聞くと、協議レベルで後だったというのも、ちょ

っと解せない。 

  本来ならば、例えば、納入金が幾らで、大体このぐらい、別に２億円かかりま

すよというものを提示されていれば、お金がなければ参入してこないんだけれど

も、ちょっとその辺が私たち議員の中でも変だなと。これは決まったことだから

しようがないけれども。 

  もう１点は、先ほど言った年間１億５,０００万円ですが、これからの経済変

動の中で、私が所管の委員会にいたときに減額をした覚えがあります。でも、こ

れを戻したのですが、これから指定管理という中で、また経済変動があれば、何

とかしましょうということを考えるのか、それとも指定管理で決まったんだから、

５年間はそれで通すとか、どういう考え方を持っているんですか。 

 

渡辺企業局総務課長 前回、今の指定管理者との指定期間は１０年間でございました。１０年間

というのは大変長い期間でございます。経済変動等、いろいろな状況の変化があ

るかもしれないということで、協定書の中では、６年目以降は、企業局の納入金

の見直しについて協議しましょうという規定を設けております。それで、指定管

理者からの申し入れを受けて、見直しについて協議に応じてきたところでござい

ます。 

  今後、来年からの指定期間は５年間で、１０年間ではございません。短い期間

でございますので、前のように長い期間であることをもって、納入金を減額する

ということはございません。納入金の見直しに関する条項を基本協定書に盛り込

むことはいたしません。 

 

鈴木委員  わかりました。一応、それを聞いておけば、５年間は基本的には見直しとか、

そういうものはないと理解をしてよろしいですね。 

 

渡辺委員  管理ということで伺いたいんですが、端的に聞きますけれども、芝の管理は今
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までは誰がしていたのか、これからどうなるのか、その辺をお願いしたいと思い

ます。 

 

渡辺企業局総務課長 芝の管理につきまして、平成２２年の夏、大分暑くなりまして、丘の公園

は洋芝でございましたので、大分ダメージを受けてしまいました。私ども企業局

として、毎年、数百万円の費用を負担いたしまして、夏の暑さにも強い野芝への

張りかえを進めてまいりました。 

  これまで、丘の公園の芝のメンテナンスは委託会社でありますニホンターフメ

ンテナンスが担ってまいりました。今後、共同企業体の一員、まさに当事者とな

るわけでございますので、より一層、的確な芝の管理をやっていただけるものと

期待しております。 

 

渡辺委員  １０年前に、図らずも農政委員会であそこで親睦ゴルフをした経緯があるんで

すが、大変いいゴルフ場だな、芝の管理もよかったなという印象がいまだに残っ

ているわけです。私も１０年間、行っていませんが、今言ったように、丘の公園

の芝はぼこぼこだよという話をあちこちから聞きます。今、２２年がどうのこう

のというお話でしたけれども、管理の技術とか、そうしたものについては、指定

管理者に対してどういう見解を持っているんですか。率直に意見を聞きたいなと

思います。 

 

渡辺企業局総務課長 芝の状態は大変厳しい状態でありましたが、大分改善してまいりました。

ただ、今、全部、野芝に張りかえているわけではございませんので、洋芝と野芝

がはっきり分かれてしまうようなところがあって、まだまだ万全ではない状態と

いうことでございます。 

  ただ、あの近辺のゴルフ場の多くの洋芝を採用していたところは、同様に、夏、

最高気温３４度、３５度となるような気候のためにダメージを受けております。

そんなことですので、ある程度、やむを得なかったのかなと思っておりますが、

今後、万全を期していきたいと思います。 

  ニホンターフメンテナンスが、今、芝の管理を行っております。ニホンターフ

メンテナンスと申しますのは、関東地区で１８カ所のゴルフ場のメンテナンスを

やっておりまして、中にはよみうりカントリーのような名門コースの芝の管理も

やっております。日産スタジアムというサッカー場の芝の管理をやっておりまし

て、技術的には、その業界では評価を受けている会社だと考えております。 

 

渡辺委員  基本的には県の施設ですから、しっかりとした目を光らせていただいて、そう

したところもぜひ指導してあげてもらいたいなという思いがあります。 

  もう１つ、聞きたいのは、清里丘の公園とＪＶということですが、業務分担と

いうか、役割分担というか、それはどんな縦割りになっているんですか。業務の

中身はどうですか。 

 

渡辺企業局総務課長 株式会社清里丘の公園が代表団体、構成員としてニホンターフメンテナン

ス株式会社ということになります。業務といたしましては、現在の株式会社清里

丘の公園がほぼ全ての業務を担っているわけですが、その中から、芝の管理の部

門につきましてはニホンターフメンテナンスが、職員も入れて、常駐させて行う

ことになっております。 

 

渡辺委員  今、お二人の委員からもお話がありましたが、指定を決定する経緯の中に、若

干の違和感というか、心配事が出たわけです。そこは、事前の話し合い、資料の
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提出とかいろいろなところに何か問題があったのだと思いますが、決まった以上

は、やはりいいゴルフ場運営をしてもらいたいということで、取り組みについて

も、最終的には決意を伺って終わりにしたいと思います。 

 

安藤公営企業管理者 委員御指摘のように、このたびの事態というのは、普通ではあまり発生す

る事態ではございませんでした。この原因については、委員会でもって候補者を

選定することの問題というよりは、応募してくる業者と私どもとの中で、指定管

理者という制度についての、もしかしたら説明が足りなかったのかなとも思いま

す。今後、そういうことがないように、応募してくださる団体に対しては、指定

管理者制度というものについてよくよく説明していく必要があると考えており

ます。 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※請願第２３－３号 国に原子力政策の転換を求めることについての請願事項の２及び３ 

 

意見 （「継続審査」と呼ぶ者あり） 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で継続審査すべきものと決定した。 
   

 

※請願第２３－１３号 原発から撤退し、自然エネルギーへの転換を求める意見書の提出を求

めることについての請願事項の３ 

 

意見 （「継続審査」と呼ぶ者あり） 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で継続審査すべきものと決定した。 
    

 

※所管事項 

質疑         なし 

 

 

 

 

主な質疑等 産業労働部・労働委員会関係 

 

※第１０６号 平成二十五年度山梨県一般会計補正予算第二条繰越明許費の補正中農政産業

観光委員会関係のもの及び第三条債務負担行為の補正中農政産業観光委員会

関係のもの 
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質疑         なし 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※第１２３号 指定管理者（山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨）の指定の件 

質疑 

 

桜本委員  モニタリングシートの収支状況の中で、施設利用料について、毎年、計画も実

績も上がっている中で、平成２５年度の計画値は若干、数値が落ちているのです

が、この理由についてお伺いします。 

 

石原産業政策課長 収支状況、収入の見込みの中で、平成２５年度の収入の計画値だと思われま

す。２３年度、２４年度と数字が上がっておりまして、２５年度は９,７００万

円ちょうどという計画ではございますが、これは、過去３年平均ぐらいをめどに

低く見積もったと聞いております。 

 

桜本委員  過去を平均してマイナスになるって、どういうことですか。この２年でふえて

いるわけですよ。平均すれば上がるんじゃないですか。 

 

石原産業政策課長 過去の利用率が３３％、３４％等を勘案しまして、若干低めに見積もった結

果と伺っております。 

 

桜本委員  収入を低めに見積もったということですが、指定管理といっても、受託者は前

向きなものをもって初めて受託するわけですよね。初めから収入をマイナスに見

込むなんて、そんなやりがいのないものがありますか。もっと前向きに、ことし

よりも収入を上げていくという努力の中で、指定管理者を選定するんじゃないで

すか。 

 

石原産業政策課長 今、ごらんいただいているモニタリングシートは、２３、２４、２５年度に

なりますが、今回の２６年度以降５年間につきましては、先ほどの収入の納付金

のところへ戻っていただきたいのですが、資料の２ページでございます。指定に

ついての（３）納付金５年間。向こう５年間６,１００万円と説明をいたしまし

た。その下に括弧書きで現行５,４００万円とございます。これが、向こう５年

間、３３％から毎年１％ずつ利用率を見込んで、その結果、納付金をふやしてい

く計画でございます。 

 

桜本委員  納付金というのは、指定管理料のことでしょう。 

 

石原産業政策課長 県から支出する委託金ではなくて、指定管理者から県へ納めていただく金額

でございます。それが納付金でございます。 

 

桜本委員  わかりました。 

  それでは、納付金が上がっているから収入を減らす、そういう見方はできます

か。そういうのは、我々も、この資料を見てもわかりにくいじゃないですか。 
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石原産業政策課長 お手元には、向こう５年間の計画というのがございませんけれども、今回、

提案にあります向こう５年間の収入では、２６年度が１億１,４００万円余、そ

れを、先ほど言いましたように、毎年、利用率を１％ずつ増加を見込んでおりま

す。その結果、例えば２６年度につきましては、県への納付金は１,２００万円、

２７、２８年度も同様でございます。２９、３０年度につきまして１,２５０万

円、そういうふうに見込んでおります。 

 

桜本委員  施設利用料ということは、あくまでも純然たる施設の稼働率だとか収入が上が

ってのものじゃないんですか。それが、過去２３、２４年度と実績が上がってい

るにもかかわらず、努力目標がなく、９,７００万円に落とすという、収入の部

分の施設利用料のことを私は言っているんです。 

 

石原産業政策課長 ２５年度の９,７００万円につきましては、役員会で２５年度の事業計画がこ

の額で定められていますので、このモニタリングシートへ数字が反映されている

ということでございますので、御理解いただきたいと思います。 

 

桜本委員  御理解とか何とかじゃなくて、２３年度、２４年度と計画と実績が上がってい

るにもかかわらず、これから指定管理を更新しようというときに９,７００万円

に下がること自体、その団体としての意気込みが全く感じられないということを

言っているんです。 

 

石原産業政策課長 団体の２６年度から向こう５年間の収入見込みにつきましては、先ほど申し

ましたように、毎年１％ずつの増加を見込んでいます。それへ向けての努力をす

るので、２６、２７、２８年度は、毎年１,２００万円という納付が想定される。

さらに、２９、３０年度につきましては、プラス５０万円、１,２５０万円を計

上することができる。こういう計画で提案をいただいております。 

 

桜本委員  受けとめ方が全く違うんです。納付金を上げてくれるのはいいです。大いに結

構。しかし、収入として施設の利用料をアップさせないなんていう考え方で、前

向きに捉えられますか。今までの２年間が上昇傾向に向かっている、この調子で

頑張ろう、あるいはこういうふうにプラスアルファの事業をつけ加えながらやっ

ていこう、一般的にそういったものじゃないんですか。答弁が資本主義の考え方

にのっとっていない。 

  ２４年度の実績値が１億１００万円ですが、９,７００万円に目標値が下がる、

何かマイナス要因があるんですか。どこかで、例えば１カ月間、閉めなきゃなら

ないとか、そういったことがない限り考えられません。 

 

石原産業政策課長 モニタリングシートにあります２５年度の計画は、２５年度の役員会で事業

計画して立てたもので、先ほどから申し上げておりますように、２６年度以降は、

毎年、利用率を１％ずつアップさせるように努力をする。その結果、県の納付金

もふえていく。こういう計画の提案をいただいているところでございます。 

 

桜本委員  施設利用料というのは、あくまでも、例えば３６５日の中で、アイメッセをお

借りして、時間幾ら、平米数幾らという単価があるわけですよね。施設利用料が

下がるということは、前年度よりも貸す日にちが少なくなる、貸す面積が狭くな

るという意味じゃないんですか。それはどういう理由でマイナスになっていくの

か。そういうマイナスを起こす要因があるんですか。 
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石原産業政策課長 マイナスに落とす要因、平成２５年度の事業計画はそうでございますけれど

も、平成２６年度以降、将来に向かって５年間は、毎年、例えば展示場の利用目

標は２６年が３５％で始めまして、３６、３７、３８と毎年１％ずつ伸ばしてい

きます。そういう計画でございます。ですから、２４から２５年度に金額が下が

っている、積極的に落とした理由は、役員会で決定された事項でございます。 

 

石井委員長  石原課長、平成２５年度に下がる理由を示してもらえばわかりやすいと思いま

す。 

 

石原産業政策課長 ２５年度の数字は理事会で承認されたものでございまして、この数字を適用

したのは、過去の利用率の平均を用いたというふうに聞いています。 

 

桜本委員  理事会って、この中にその責任者はいないんですか。あるいは事務局にはなっ

てないんですか。 

  委員長、言っている質問にちゃんと明確に答えてもらってください。 

 

小林産業労働部次長  説明がつたなくて申しわけございません。２５年度の数字は、年度当

初に、アイメッセ事業でどのぐらい収入があるかということを見込まなければい

けません。理事会に諮って、正式に手続をとらなければいけません。過去の実績

に基づきまして、平均値をとったということで、安全値ではなくて、過去の実績

から置いたものでございます。 

  ただ、その後、この指定管理者の採択ということに当たりまして、産業支援機

構のほうも努力するという意気込みを持っておりまして、その年度ごとの利用率

アップということは、当然、もくろんでおります。それによりまして、利用率を

上げていくということでございますので、数字を見れば、Ｈ２６に想定されるよ

うな見込みは達成されると考えております。 

  そういう中で、人件費等や管理費等々の削減も努力いたしまして、県に対する

納付金のアップも考えていきたいという提案になっておりまして、私どもは非常

に前向きな提案だと考えています。あくまでも、繰り返しになりますが、２５年

度の数字につきましては、過去の実績値ということで、確実な数字をとったとい

うことで、御理解を願いたいと思います。 

 

桜本委員  次に、アイメッセ周辺の駐車場の借地料というか駐車場代は、この指定管理者

の委託の中には組み込まれているんですか。 

 

石原産業政策課長 組み込まれていません。県のほうで駐車場の管理をしております。 

 

桜本委員  では、ここで、納付金といって、１年間の平均が１,２２０万円納めているに

もかかわらず、県のほうで、直接、車の駐車利用料が、たしか一千数百万円あり

ましたね。そうしたら、結局、実質のプラス・マイナスは幾らですか。数字的に、

指定管理者が納付金として５年間で６,１００万円払っても、県のほうで、周り

の駐車場料金で７,０００万円も８,０００万円も払っていたら、この施設は赤字

じゃないですか。その辺の数字見込みを、プラス・マイナスあらわしてください。 

 

石原産業政策課長 平成２５年度の予算でございますが、県からアイメッセ指定管理にかかわる

予算、その中の駐車場の借り上げにつきましては、２,２３０万円でございます。 
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桜本委員  今、話したように、県が直接、アイメッセ周辺の駐車場に２,２３０万円払っ

ている。給付金という形で年間１,１２０万円といったら、アイメッセ自身、こ

の段階でも１,０００万円の赤字じゃないですか。 

 

小林産業労働部次長  差し引きという面では、委員おっしゃるとおりだと思います。ただし、私

どもの都合ということになりますと、やはりアイメッセを設置した当時は、駐車

場が狭隘だということが問題となっておりまして、本来は土地を取得したかった

わけでございますが、地権者との交渉の中で、賃貸借という形で駐車場を借り上

げることになりました。あくまでも、本来、アイメッセとして必要な施設だと私

どもは考えております。 

  またもう１つ敷衍させていただきたいのですが、指定管理者に管理をお願いし

ている県の施設の中で、納付金を県のほうに、いわゆるもうけ分としていただい

ている施設はアイメッセだけでございます。さきほど委員のお話にありましたと

おり、普通の施設につきましては、逆に県から委託料を払っているということで

ありまして、この施設につきましては利用料を上げて、コストを下げてというこ

とで、その中で生まれた利潤の一部を県のほうにこういう形でいただいていると

いうことでございます。 

 

桜本委員  私は、指定管理ということであれば、純粋に形態を変えたほうがいいと思いま

す。駐車場周辺も、この委託されるアイメッセのやまなし産業支援機構が、直接、

周辺の地主と交渉する。山梨県が、直接、地主の交渉に当たれば、なかなか難し

い部分もあると思います。しかし、この５年というサイクルの中で、必要な場所、

必要じゃない場所を、責任を持って事業主体に考えさせるほうが、より現実的で

はありませんか。 

 

矢島産業労働部長 その前に、先ほどの駐車場に２,２００万円、納付金が１,２００万円、差引

１,０００万円の赤字ではないかというお話でございますけれども、私は、この

アイメッセの果たしている役割を考えれば、この１,０００万円というのは決し

て高いものではないと思っております。といいますのは、県内のジュエリーを代

表にした地場産業もそうでありますし、あるいは自動車産業、いろいろな産業が、

年間１７３日利用しているわけであります。それによって販路を拡大し、売り上

げを伸ばしてという経済効果があるものですから、そういったもののためには、

県が１,０００万円出してできるならば、これは十分投資の効果があるのではな

いかと私は考えておりまして、その点については、ぜひ御了解いただければあり

がたいと思っております。 

 

桜本委員  我々議員は、県民の代表というか、ある程度、信頼を受けてここに出てきて、

意見を述べさせてもらっているんです。皆様方は、自分たちが考えて、そういっ

た感想を持つのは自由です。しかし、県民一人一人がこの事業に対する評価をす

るわけです。実際、中身を見たら、県のほうに１,２２０万円、唯一、納付金を

出している仕事だと言いながらも、年間２,２３０万円も駐車場を払っている施

設がほかにありますか。そういったものは、やはりバランスよく見て、県民の一

人一人はその数字が見えるわけです。 

  だからこそ、こういったものも含めて、県民に等しくわかりやすく、こういっ

た事業をあらわしてください。それには、県が直接、地主に借りるのではなくて、

委託される方々の、例えば産業支援機構が地主と５年契約の交渉をしてもらえば

いいじゃないですか。その中で、きちっとした会計を行うべきだと私は思います。

いかがですか。 
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矢島産業労働部長 この駐車場の管理、あるいは賃借料を誰が払うか、そういった点については、

私の思いですけれども、これを建設した当時の取り決めがあって、県の土地とい

うことで、県が直接管理すべきだろうという整理をされたものと思います。ただ、

今、桜本委員からの御指摘もございましたので、検討してみたいと思っておりま

す。 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※所管事項 

質疑 

（制度融資について） 

皆川委員  金融のことでお伺いしますけれども、貸し渋りや貸し剥がしなどを防止するた

めの法律として、条件変更なども認める中小企業金融円滑法というのがあります

よね。これがことしの３月で終了しました。これがなくなりますと、企業倒産が

ものすごくふえるんじゃないかと言われておりましたけれども、それほどではな

いということで、ちょっと安心はしているんですが、現在、本県の倒産件数の推

移、今後の見通しについて、まず、伺いたいと思います。 

 

立川商業振興金融課長 円滑化法がこの３月で終了したということで、今の倒産の状況はという

お話でございます。民間の調査機関の数字ではございますが、本年の４月から１

１月までの累計で２６件、昨年の同じ時期につきましては４３件の倒産が発生し

ておりまして、率としますと、前年同期の約６０％で推移しているということで、

委員御指摘のとおり、今のところは大丈夫な状況でございます。 

  昨年１０月以降は毎月一けたの県内の倒産件数になっておりまして、金融円滑

化法が３月に終了して、かなり心配を国のほうでもしましたし、県のほうでもし

ましたが、各金融機関が、法が実施されているときと同じように円滑化について

努力するということを金融庁からも申し入れがされていまして、各金融機関のほ

うも、法終了後も同じように対応するということもあるため、このような結果と

なっているものと思われます。 

  今後については、なかなか難しいところがあるのですが、アベノミクスの効果

も県内にもぼちぼち出てきていると言われておりますので、急激に倒産が増加す

るという状況にはならないのではないかと考えております。今後の動向について

は、県といたしましても、十分注視して、適時適切な対応をとってまいりたいと

考えております。 

 

皆川委員  前年度の６０％と聞いて、意外に、これがなくなっても対して影響がなかった

ということでよかったなと思いますが、１１月の日銀の甲府支店でも、短観とい

うのか、金融経済概観によりますと、最近の県内の景気は穏やかに回復している

と、この間、発表されました。これは、今、こちらで言いましたアベノミクス効

果もあって、大分効果が上がっているようですけれども、これは特に大手の企業、

大企業が中心になって回復しているんじゃないかと思います。 

  今、中小零細企業の経営者にお話を聞いてみますと、みんな、そろって言うこ

とは、好景気だと言われているけれども実感が全然ないということ。特に零細企
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業にはないと言っているんですね。むしろ、円安によって原材料の価格が高騰し

ている、それで苦しんでいますよという話をあちこちで聞きます。こういう状況

の中で、県はどういう対応をとったらいいのかなと思うんですけれども、その辺

をちょっとだけ、どういう対応をするか伺います。 

 

立川商業振興金融課長 今の、円安でかえって原材料価格が高騰して苦しんでいらっしゃるとこ

ろもあるというお話ですけれども、そういったことも含めまして、県では、今年

度、商工業振興資金の融資枠を、２４年度、昨年と同額の２１０億円確保してお

ります。そういった中で、不況に苦しんでいる企業の方々の支援を行っていると

ころであります。 

  その中で、先ほど言いました原材料の高騰など、経営環境が悪化している企業

のための融資というのがございます。これが、経営環境変動対策融資というもの

でございますが、こういったものですとか、不況対策といったもので、中小企業

の方々の対応は、金融としても支援しているところでございます。 

 

皆川委員  よく県は、こういう制度融資をやっていますと言うんだけれども、あまりにも

多すぎて、実際のところ、どれが一体自分の企業にとって必要なものかわからな

い。メニューが多すぎると、どれを食べていいかわからない。全くどこの課を聞

いても、みんな、この制度融資はある。国からもある。この辺を交通整理してい

るのかね。どこの企業にはこれがいいですよということを指導するとか、そうい

うことをやっておられるかどうか、聞かせてもらいたいんですけれども。 

 

立川商業振興金融課長 今の委員の、メニューが多いのではないか、わかりづらいのではないか

というお話ですけれども、実は、昨年度、包括外部監査でも指摘を受けたところ

ではありますが、実際に、周知徹底はこういったしおりを用意しまして、県のホ

ームページや広報誌はもちろんのこと、このしおりを金融機関、それから市町村

ですとか、商工会ですとか、そういった各団体に配って、今、広報を進めている

ところであります。 

  ただ私どもも、出張トークという形で、金融機関の方ですとか、利用されてい

る方の声を直接聞くことがありまして、そういった中でもメニューが多すぎると

いうお話もございます。そういった点につきましては、今後、ある程度の整理も

必要かと考えておりますし、若干、制度についてわかりづらいという点もあるん

ですけれども、今後、設備といったことについての新しいメニューも考えていく

中で、なるべくわかりやすい、シンプルなものにしていく必要もあるかと考えて

おります。 

 

皆川委員  整理してもらってというのはわかるのですが、包括外部監査の意見としては、

融資の活用頻度が低い制度があるとなっています。そういうものはどんどん整理

したらどうかということを言っているし、また知らない人がほとんどだから、知

らない人に知らせる、今言った広報活動なんかも必要だということを、外部監査

の委員が指摘しているわけです。 

  私たちも、よく支援者に何とか県から制度融資できませんかと聞かれるのです

が、我々がわからない。我々にもわかりやすく、こういう企業についてはこうい

うメニューがあるんだ、こういうことをチラシにしてわからせてもらうと非常に

我々も助かるし、零細中小企業はなお助かるんじゃないかと思いますが、どうで

すか。 

 

立川商業振興金融課長 今のいろいろあるメニューの中でも、ケースバイケースで、どういった
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企業の方にはどういったメニューがいいのかというのを、わかりやすくというお

話でございます。先ほどのしおりの中にもそのような書きぶりはあるんですけれ

ども、ホームページですとか、金融機関の窓口ですとか、そういったものが、ど

ういった場合にどういうものが適合しますというのは、わかりやすいように、そ

れも枝分かれしておりますので、それも、ある程度、シンプルにする中で、実際

に使う方がわかりやすく使いやすいようなものを、さらに検討したいと思います。 

 

皆川委員  頼みます。 

  一応、そういう制度がわかった、いよいよ借りることになった、しかし金融機

関が貸してくれない。こういう現実が実はあるんですね。貸し渋りというのがあ

る。その現実がちょっとありすぎまして、いくらいい制度があったって、現実に

金融機関は貸してくれないじゃないかという話もあります。こういうものに対し

て、例えば金融機関に対して指導監督権があるのは、国は金融庁ですか。県はど

ういう形でそういう人たちを救うというか、どういうアドバイスをしていったら

いいのか、教えていただきたいと思います。 

 

立川商業振興金融課長 委員おっしゃるとおり、国のほうは監督庁ということで、金融機関への

監督の権限を持っております。県のほうは、直接の監督権限は持っておりません

けれども、そういった金融の円滑化ということにつきましては、国も含めたネッ

トワークを組んでおりまして、財務省や経産省、各政府系金融機関や銀行、そう

いった支援ネットワークを通じて、円滑化について日ごろから要請を行っている

ところであります。 

  年末に向けまして、県としても、産業労働部長を初め産業労働部の幹部が各金

融機関に足を運んで、経営革新に取り組む企業への支援ですとか、または、本当

に今、厳しい状況になっている円滑化への一層の支援を、直接、要請をしてまい

る所存でございますので、よろしくお願いいたします。 

 

皆川委員  そうすると、指導権限がなくても直接、金融機関に言ってくれるってことです

ね。ありがたいですね。そういういい答えをいただいたからいいでしょう。了解

しました。 

 

（宝石美術専門学校について） 

土橋委員  宝石美術専門学校について、お伺いします。私はその業界にずっと長いことい

るものですから、ことし６月の代表質問までの間に、一般質問でも何回かいろい

ろな意味で宝石美術専門学校については質問をさせていただきました。例えば、

景気のすごくよかったころは、業界に入る人たちはいっぱいいたものですから、

工場は若手を育成して、いつたくさんの注文が来てもいいように職人を育てた。

まだ一人前でないから給料をそんなにやれないと言いながらも、１５万円とか１

７万円とかって給料を払って育てていたわけです。 

  当時、１,０００億円からの出荷額があった、押すに押されぬ山梨県の地場産

業といえばジュエリー産業だったと思いますが、今、５００億円を切って、４０

０億円を切って、すごく少なくなっていった。この状況の中で、１５万円の給料

を払って、２年間、育てたけれど、２年たったら、俺にはそんな小さい、細かい

仕事は向いていないと言ってやめられてしまうと、約４００万円も５００万円も

がパッととんじゃうわけです。そうすると、なかなか大変だ。 

  そこで、宝石美術専門学校が大事な、全国にない公営の学校だということで誇

りを持ってやってきました。２年間、やってきて、さすがにこれだけできていれ

ば、２年間もやってきているし、向いてないからやめるという人もいない。もう
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少し靴を履かせてやれば一丁前の商品ができるな、帽子をかぶせてやるだけで一

丁前の商品ができるなということで卒業していってくれれば、業界にとってすご

く助かる学校だと。ところが、景気が悪くなってきたということと、２年間勉強

してきたのに、これだけしかできないのかというのが現状です。 

  そのことについて、今回、武川議員の質問で宝石美術専門学校のことが出てき

ました。私は本当にありがたい質問だと思ったけれど、ただ、もやもやとした答

えだった。抜本的改革をという一言で、もやもやとされちゃったような気がしま

す。 

  答えを期待したジュエリー協会、水宝連の幹部の人たちが今回の質問を聞きに

来ていたわけですが、抜本的な改革というのは、どういうカリキュラムにして、

どういうことをしていきたいんだという、細かいところまで全然入っていなかっ

た。カリキュラムをどうしていくんだということを、少し詳しく教えていただき

たいと思います。 

 

平井産業労働部次長 答えが不十分であったというお尋ねですが、正直申し上げまして、今、検

討を盛んにしているところでございます。当然、学校でも検討しておりますし、

業界とも連携をとって検討しておりますので、まだ、なかなか表に出せるような

ところまでお話ができなかったわけです。答弁にもありましたが、平成１９年度

に宝石専門学校では、ジュエリー産業に従事するのに必要な総合的な人材の育成

をしたいということで、学科の再編を行っています。その結果は、幸い、その後、

就職率が上がるということで、一定の成果は上げられているのではないかと考え

ています。 

  ただ、委員もおっしゃられましたように、その業界を取り巻く環境などがいろ

いろ変化したり、もろもろの事情もありまして、やはりこのままではいかないと

いう状況にございます。そういうことを考えますと、今の学校の方針を一言で申

し上げますと、ジュエリー産業に従事するのに必要なゼネラリスト、総合的な力

を持った人を育てようという方針でやっていますが、やはりそれだけでは今は不

十分だと。そういったものにさらに加えて、業界が求める、さきほど申し上げた

ような環境に対応するために必要な、より高度な専門知識や技能などを持った人

を養成していかないといけないと考えているところでございます。 

  どういうふうにしていくかということになりますが、やはり教育内容の拡充を

していかなければいけないと思います。１つには、時代は変わってきますので、

トレンドを吸収して、それを具体的な商品の形に提案できる、そういう能力も必

要になるでしょうし、個性に合わせたニーズをうまく捉えて、オリジナル商品を

つくれるという能力ですとか、安価な製品が海外から入ってきていますので、そ

こで勝負をするのではなくて、もっと高度なところで勝負しなければいけないん

だろうという問題があります。もちろんそのためには、ビジネス会話ができるよ

うな語学力も必要になる。そういったいろいろな課題に対応できる人材を養成し

ていかなくてはならないと思っております。 

  具体的に申し上げますと、いろいろなものがありますが、ジュエリーコーディ

ネーターといった資格や、技能士検定という資格があります。これを取るように

盛んに進めていますが、現在の宝石学校のレベルよりもさらに一段上の２級のレ

ベルがとれるぐらいまでに教育内容を高めて、業界の即戦力になるような人材を

育てたいということを考えております。そうしますと、やはり大幅にカリキュラ

ムも変える必要があるということで、抜本的な改革というのは、前例にとらわれ

ず、さまざまな可能性についても検討したいという考え方です。 

 

土橋委員  今の返事が、まさに、じゃ、どうやってしていくんですかということだと思い
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ます。前にもそんな話をしたことがありますが、例えば私は職人になりたかった

という人も、デザイナーになりたかったという人も、みんな同じカリキュラムの

中でやっているから、小学校から、絵なんか大嫌いで描いたこともないという人

も絵を描かされたりする。その同じ２年間の中でやってきているから、卒業して

きた生徒をそのまま使っても、２年間でこれだけしかできないのかというような

ことを、工場では言う。例えばデザイナーとして使いたければ、こんなレベルの

デザインしか書けないのかというのが、今の内容だと思います。 

  大幅な抜本改革というと、ずばり２年間で無理じゃないかという、これは組合

のほうでも話し合っている中で出ている……。 

 

武川委員  委員長、議事進行を。ちょっと休憩してください。 

 

委員長  それでは自席にて、暫時休憩いたします。 

 

（ 休  憩 ） 

 

委員長  大変お待たせしました。休憩前に引き続き、審査を続行いたします。 

 

土橋委員  先ほどの続きになりますが、私的には、業界とすれば、ここまでもう長いこと

の歴史のある宝石美術専門学校がますますよくなって、業界から魅力ある、人気

のある学校として育てていただきたい。育てる方法とすると、私的には、もうち

ょっと修業年数を長くしたりして、いろいろな改革方法があるんじゃないかなと

いうこと。 

  それともう１つ、言おうと思っていたのは、業界の人数はものすごく減ってい

ます。人数も会社も減っているし、１,０００億円から４００億円を切っていま

すから、当然のように就職する人たち、募集定員も減っていると思います。同じ

ようなパターンの中で、今までと同じようなことをやっていると、宝石学校を卒

業してから、全く違う職種に就職が決まったというような形態になっていっても

大変もったいない話です。就職口がない学校は絶対人気がなくなってきますから、

就職に対しての学校のあり方として、入学してくれば、みんな、業界に就職させ

れらるぐらいの生徒を卒業させてもらいたいし、そういう学校にしていってもら

いたい。 

  まだまだいろいろなパターンでの改革があると思いますので、この間のような

抜本的な改革を進めるというくらいの話では、ちょっともやもやとしたままだっ

た。宝石美術専門学校は紅梅町に移って人気も出てきているところですから、何

とかここの数年の間に、そんな学校にしてもらいたい。よろしくどうぞお願いい

たします。 

 

石井委員長  要望でよろしいですか。 

 

土橋委員  はい。 
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主な質疑等 観光部 

 

※第１２４号 指定管理者（山梨県立富士川観光センター）の指定の件 

質疑         なし 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※第１２５号 指定管理者（山梨県立富士ビジターセンター）の指定の件 

質疑 

 

桜本委員  指定の提案理由の、議案の中に、２ページ、「当団体は、企業団体、富士急グ

ループとともに経営基盤が安定し」とありますが、行政が発信するのにおいては、

こういった個別の企業が安定しているか、不安定かという文言を入れることは、

私は不適切だと思いますが、公のこういった提案書について、どう思われますか。 

  続いて、モニタリングシートの３ページ、施設所管課による総合的な評価及び

指導事項の中にも、下から２行目に、「日本人、外国人の両方とも前年より増加

しているグループ企業と連携して誘客を進め、来館者増につなげる努力を求め

る。」とあります。これは全体的に指定管理になるわけですから、その地域の人

たちにも応援してもらわなきゃならないわけです。そういったものの情報発信と

して、こういった文言は適さないと思います。このグループは非常に大事な会社

でありますし、その地域を導いてくれている会社だと、それは誰しも思います。

わかっているからこそ、こういったところにそういった文言を入れるということ

は、私は不適切だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

荒井観光資源課長 指定管理者となる団体を選定した理由の中に入れましたのは、申請者の信頼

性という観点からの評価について説明をしていまして、経営基盤が安定している

かという評価に当たりまして、グループとしての取り組み等を期待できるという

ことで、他のグループと連携をしながら、施設利用の促進が一層期待できるとい

う意味で書かせていただいております。 

 

桜本委員  私は、こういう問題は非常にデリケートなものだと思います。当然、企業とし

てここに列挙しているわけだから、当該企業においてはとか、そういった文言で

いいわけですよね。誰もが見て、平等性、平準化ということを考える中で、こう

いった起案のようなものについて、一個人、一企業名、どういう安定状況かを出

すということはそぐわないと思いますが、一般的にどうですか。 

 

堀内観光部長  選定理由に私どもが書き込んだのは、検討委員会におきましての選定理由をそ

のまま使っているということでございます。多分、全庁的に同じような言い回し

をしている可能性もございますので、書きようについては、行政改革推進課と、

今後、調整をいたしまして、委員御指摘のように適当でないということであれば、

次回から検討委員会の選定理由の中に個別企業名は入れないという配慮をさせ

ていただきたいと思います。 
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桜本委員  これは新規ではなく、更新ですよね。この５年前はどちらの企業だったでしょ

うか。 

 

荒井観光資源課長 富士急ビジネスサポートという会社でございます。 

 

桜本委員  今回とは違う会社で、３年契約だったのか、５年契約だったのか、資料を見て

いなくてわからないのですが、２３年度の収支の状況を見ると３５０万円、平成

２４年度においての実績値として３５０万円ほど、順調に企業努力というものが

あって、こういった繰越金が残っていくわけです。県の指定管理という状況の中

で、ある程度、次を見越したときに、それだけ利益が出ているということであれ

ば、指定管理料を減らすとか、余剰資金が３５０万円掛ける５年あれば２,００

０万円近くなるわけですから、それをプラスアルファ、施設の効率性などにもう

ちょっとプラスするという提案があってもいいかと思います。 

その２点、指定管理料を下げてもいいんじゃないか、あるいは内部留保して

いる分、その施設にプラスアルファ、何か新しいものをつけ加えてもらったら

どうかという発想はなかったのでしょうか。 

 

荒井観光資源課長 まず、指定管理の委託料の関係でございますけれども、指定管理の委託料に

つきましては提案をもとにしまして、我々が委託する内容と、その中身を勘案し

まして協議をしました。その中で、前回に加えまして、３点ほど、今まで県が直

接執行していた部分、外部委託をしている部分があります。その部分を指定管理

委託料の中に含めたということもございまして、数字上は２９４万円の減額とい

うことでございますけれども、実質はさらにそれ以上の減額、県が実際に今まで

直営でやっていた部分を除きますと、今までの分に比べますと、２９４万円以上

の減額になっているということです。 

 

桜本委員  この指定管理というものは、その更新時に見直す。それは、前の会社がどのよ

うな状況の中で、要するに内部の財務諸表も公開されるわけですから、何をやっ

てこれだけマイナスだった、プラスだったということを踏まえながら、サービス

内容を吟味して、赤字か黒字かを判断しながら、指定管理の委託料を下げたほう

がいいのか、あるいはプラスアルファ、何かやってもらえばいいのか。それを比

較するのは、県が直接やってきたところ、あるいはその前段階の会社がやってき

たところ、それを踏まえて考えていくのが、公共的な施設を民間に委託して管理

することによって経費も下げられる。なおかつ、民間がすることによって、それ

ぞれ利用者にプラスアルファが起き、地域に誘客をもたらすことに連動している

と思います。その辺の説明をきちっとしてください。 

  もう１回、言います。山梨県が直接管理したときには、例えば１億円かかって

いた。前回、更新する前の会社は、それを８,０００万円でやってくれた。今回、

更新のときには、２,０００万円ぐらいの内部留保があったから、その中で、も

うちょっと今度は指定管理料をまけさせてもらいますよということで下げたの

か、あるいは下げないで、利益の部分をその施設にプラスアルファして、こうい

ったことを今度の指定管理者にはしてもらうとか、何か中身がないのかというこ

とを聞いているわけです。 

 

荒井観光資源課長 先ほど申しましたように、指定管理を行う指定管理者と協議をいたしまして、

委託内容のところで経費節減ができないかという協議とあわせまして、今まで県

が直接やっておりました機械警備の委託料でありますとか、緊急地震速報の提供

でありますとか、自家用工作物の電気の保守管理等の点検業務も新たな管理委託
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の中に含めまして、その部分が２８５万円ほどの増加になります。 

  今回の指定管理で実質２９４万円減ということでございますので、合わせます

と、ふえた分とそれを引きまして、約６００万円近くが減額になっているという

ことでございます。 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※第１２６号 指定管理者（山梨県立富士北麓駐車場）の指定の件 

質疑         なし 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※第１２７号 指定管理者（山梨県立国際交流センター）の指定の件 

質疑 

 

桜本委員  モニタリングシートの収支状況の中で、支出のうちの人件費、２３年度が２,

７３０万円、２４年度の実績が２,４００万円、今度の２５年度の計画値が２,

２００万円と、この数年間で５００万円ほど下がってきているのですが、どんな

人事の異動があったのでしょうか。 

 

佐野国際交流課長 ２３年から２４年につきましては、事務局長の給与が減った点で、減になっ

ている点等でございます。また、職員等の給与につきまして減額になっている点

がございまして、それで約３００万円の減額になっております。 

 

桜本委員  これを見ると、収支差額が、２３年度が３８０万円、２４年度が２６０万円と

ありますが、公益財団法人として、この余剰金はどういう処理の仕方をしている

のでしょうか。 

 

佐野国際交流課長 余剰金につきましては、次年度に繰り越ししまして、自主事業等への予算に

使用しております。 

 

桜本委員  まさしくそうですよね。蓄える必要がない団体ですので、やはり利益が出たも

のは、例えば指定管理料を下げてもいいですし、今、おっしゃられたように、プ

ラスに転じるように、例えば施設を改修したり、事業につけ加えていくというこ

とが主なところであります。 

  県としては、指定管理料を下げるということではなく、内部留保をどういった

事業に導かせたいのですか。 

 

佐野国際交流課長 国際交流協会におきます国際交流の諸事業、例えば外国語の講座、または県

内の外国人の方の災害時における研修等、それぞれの事業におきまして、効率的
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に執行していただいて、多文化共生等の事業等の活用を促しているところでござ

います。 

 

桜本委員  やはりこういった団体がそれだけ余剰金を残して、違う事業に展開していくと

いう非常に大切なところでありますので、そういったいいところもどんどん発信

をしていかなきゃならないと思います。それが効果的でなければ、逆に言って指

定管理料を下げるべきだと思います。 

 

佐野国際交流課長 委員から御指摘や御意見をいただいたとおり、実際に、前の５年間に比べて

今回の５年間につきましては、相手方と相談する中で約１,８００万円程度の減

額等もさせていただいております。委員の御指摘のとおり、事業の精査、執行に

つきましても、指導しながらやってまいりたいと思います。 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※第１０６号 平成二十五年度山梨県一般会計補正予算第二条繰越明許費の補正中農政産業

観光委員会関係のもの及び第三条債務負担行為の補正中農政産業観光委員会

関係のもの 

質疑         なし 

 

討論         なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。       

 

 

※所管事項 

質疑         なし 

 
 

 

その他     ・ 会派の移動等に伴い委員席の指定を行った。 
・ 委員長報告書の作成及び委員長報告については、委員長に委任された。 

        ・ 閉会中もなお継続して調査を要する事件について配付資料のとおりと決定され

た。 

・ 継続審査案件調査の日時・場所等の決定は委員長に委任され、１月下旬から２

月上旬の間に実施することとし、詳細については、後日通知することとされた。 

・ １１月１４日に実施した県内調査については、議長あてにその報告書を提出し

たことが報告された。 

 

以 上 

 

農政産業観光委員長 石井 脩德      


